
   四街道市税条例の一部を改正する条例 

 

 （四街道市税条例の一部改正） 

第１条 四街道市税条例（昭和３５年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

  附則第１０条の２第１項中「３分の１」を「２分の１」に改め、同条中第１１項を第 

 １７項とし、同項の前に次の１項を加える。 

 １６ 法附則第１５条第４７項に規定する条例で定める割合は、零とする。 

  附則第１０条の２中第１０項を第１５項とし、第６項から第９項までを５項ずつ繰り 

 下げ、第５項の次に次の５項を加える。 

 ６ 法附則第１５条第３２項第１号ハに規定する設備について同号に規定する条例で定 

  める割合は、３分の２とする。 

 ７ 法附則第１５条第３２項第１号ニに規定する設備について同号に規定する条例で定 

  める割合は、３分の２とする。 

 ８ 法附則第１５条第３２項第１号ホに規定する設備について同号に規定する条例で定 

  める割合は、３分の２とする。 

 ９ 法附則第１５条第３２項第２号イに規定する設備について同号に規定する条例で定 

  める割合は、４分の３とする。 

 １０ 法附則第１５条第３２項第２号ロに規定する設備について同号に規定する条例で 

  定める割合は、４分の３とする。 

第２条 四街道市税条例の一部を次のように改正する。 

  附則第１０条の２第１４項中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５条第４３項」 

 に改め、同条第１５項中「附則第１５条第４５項」を「附則第１５条第４４項」に改め、 

 同条第１６項中「附則第１５条第４７項」を「附則第１５条第４６項」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成３１年４月 

 １日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の四街道市税条例の規定は、 

 平成３１年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成３０年度分までの固定資 

 産税については、なお従前の例による。 

２ 平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に取得された地方税法等の一 

 部を改正する法律（平成３０年法律第３号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭  

 和２５年法律第２２６号。以下この条において「旧法」という。）附則第１５条第２項 

 に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 



３ 平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に新たに取得された旧法附則  

 第１５条第３２項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産  

 税については、なお従前の例による。 


